
公益財団法人鹿沼市農業公社 役員の報酬に関する規程 

 

  沿革  

  平成 ７年 ４月 １日制定   平成９年１２月 22日改正    平成１１年１２月２７日改正 

 平成１２年１２月２５日改正 平成１３年 ２月２２日改正    平成１３年１２月２５日改正 

平成１４年１２月２６日改正   平成１５年１１月２８日改正    平成１６年３月２９日改正 
平成２４年９月３日改正    

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人鹿沼市農業公社役員（以下「役員」とい

う。）に対して支給する報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（報酬） 

第２条 役員の報酬は、別表のとおりとする。 

 

（報酬の計算） 

第３条 月額の報酬を受ける役員となったものは、その日から報酬を支給する。 

２ 前項に規定する役員が退職、失職又は死亡したときは、その日まで報酬を

支給する。 

３ 前各号の規定により月額の報酬を受ける役員の報酬を計算して支給する場

合は、その月の現日数により日割り計算によって支給する。 

 

（報酬の支給期日） 

第４条 月額の報酬を受ける役員の報酬の支給期日は、公益財団法人鹿沼市農

業公社給与規程第５条第２項の規定によるものとする。 

２ 日額の報酬を受ける役員の報酬は、用務従事後に支給する。 

 

（賞与） 

第５条 賞与は、６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれ

ぞれ在職する月額の報酬を受ける常務理事に対して、それぞれ基準日の属す

る月の理事長が定める日に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職し、

又は死亡した常務理事に対しても同様とする。 

２ 賞与の額は、月額の報酬を受ける常務理事が基準日現在（退職し、又は死

亡した役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）において常務理事が

受けるべき報酬月額に、６月に支給する場合においては１００分の１１０、

１２月に支給する場合においては１００分の１２０を乗じて得た額に、基準

日以前３か月以内の期間における月額の役員報酬を受けるに至った日からの

在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 



(1)３か月  １００分の１００ 

(2)２か月１５日以上３か月未満  １００分の８０ 

(3)１か月１５日以上２か月１５日未満  １００分の６０ 

(4)１か月１５日未満  １００分の３０ 

 

（適用除外） 

第６条 市職員が役員を兼ねる場合は、この規程による報酬等は支給しない。 

 

 

（報償の支払方法） 

第７条 役員及び評議員の報酬は、その金額を現金で、理事会及び評議員会に 

出席した都度、支給する。 

２ 報酬は、通貨をもって本人に支払う。ただし、本人から申し出があったと          

 きは、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。 

３ 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。 

 

  附 則 

 （施行期日） 

 この規程は、平成７年４月１日から施行する。 

   

附 則（平成９年１２月２２日） 

 （施行期日） 

 この規程は、平成９年１２月２２日から施行する。 

 

附 則（平成１１年１２月２７日） 

 この規程は、平成１１年１２月２７日から施行する。 

 

  附 則（平成１２年１２月２５日） 

（施行期日等） 

１ この規程は、平成１２年１２月２５日から施行し、改正後の財団法人鹿沼

市農業公社役員の報酬に関する規程（以下「改正後の規程」という。）の規

定は、平成１２年４月１日から適用する。 

（賞与の額の特例） 

２ 平成１２年１２月にこの規程による改正前の財団法人鹿沼市農業公社役員 

の報酬に関する規程第５条の規定に基づいて支給される役員等の賞与の額が、

改正後の規程第５条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる

賞与の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の賞与の額は、同条 

 第２項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されるこ

ととなる賞与の額に加算した額とする。 



３ 前項の規定の適用を受ける者の平成１３年３月に支給されることとなる賞

与の額は、改正後の規程第５条第２項の規定にかかわらず、同条の規定に基 

 づいてその者が同月に支給されることとなる賞与の額から前項の規程に基づ

いて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。 

 

附 則（平成１３年２月２２日） 

 この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成１３年１２月２５日） 

１ この規程中第１条の規定は平成１３年１２月２５日から、第２条の規定は

平成１４年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の財団法人鹿沼市農業公社役員の報酬に関する

規程（以下「改正後の規程」という。）の規定は、平成１３年４月１日から

適用する。 

 （賞与の額の特例） 

３ 平成１３年１２月に第１条の規定による改正前の財団法人鹿沼市農業公社

役員の報酬に関する規程第５条の規定に基づいて支給される役員の賞与の額

が、改正後の規程第５条の規定に基づいてその者が同月に支給されることと

なる賞与の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の賞与の額は、

同条第２項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給され

ることとなる賞与の額に加算した額とする。 

４ 前項の規定の適用を受ける者の平成１４年３月に支給されることとなる賞

与の額は、改正後の規程第５条第２項の規定にかかわらず、同条の規定に基

づいてその者が同月に支給されることとなる賞与の額から前項の規定に基づ

いて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。 

 

  附 則（平成１４年１２月２６日） 

 （施行期日） 

１ この規程は,平成１４年１２月２６日から施行する。ただし、第２条及び

次項の規定は、平成１５年４月１日から施行する。 

（平成１５年６月に支給する期末手当に関する経過措置） 

２ 平成１５年６月に支給する期末手当に関する第２条の規定による改正後の 

財団法人鹿沼市農業公社役員の報酬に関する規程第５条第２項の規定の適用

については、同項中「６か月以内」とあるのは「３か月以内」と、同項第１

号中「６か月」とあるのは「３か月」と、同項第２号中「５か月以上６か月

未満」とあるのは「２か月１５日以上３か月未満」と、同項第３号中「３か

月以上５か月未満」とあるのは「１か月１５日以上２か月１５日未満」と、



同項第４号中「３か月未満」とあるのは「１か月１５日未満」とする。 

 

  附 則(平成１５年１１月２８日) 

（施行期日） 

  この規程は、平成１５年１２月１日から施行する。ただし、第２条の規定

は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

  

附 則（平成１６年３月２９日） 

（施行期日） 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２４年９月３日） 

（施行期日） 

 この規程は、平成２５年１月４日から施行する。 

 

 

 別表第１（第２条関係） 

職 名 区 分 報酬の額 

理事長 日    額   5,000円 

副 理 事 長 日    額   5,000円 

常 務 理 事 月    額 250,000円 

理   事 日    額  5,000円 

監   事 日    額  5,000円 

 

 

 

 

 


